
No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

3
取組状況

行動制限解除後、すぐに身体を
動かしてうつ伏せになることが
確認され、導入カテーテルが閉
塞することがあった。閉塞によ
り排尿管理が難しくなるため、
対応方法の工夫をしながら取り
組む。

衣類のタグや寝具を異食する行動は就寝して
いれば見られないが、夜間目を覚ましている
ときは目が離せない。夜間は１時間おきに様
子を確認している。

衣類や寝具のタグをかじり異食
する恐れがあるため職員の見守
りが常時必要な状況は継続して
いる。夜間は１時間おきに見回
りしている。

衣類や寝具のタグをかじり異食
する恐れがあるため職員の見守
りが常時必要な状況は継続して
いる。夜間は１時間おきに見回
りしている。

会議で、本人の様子を評価し、身体拘束を解
除できるのではないか、と意見が出た。今後
も身体拘束を実施せずに本人の様子を見る。

取組状況

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、車いすやベッドに拘束帯等で拘束する

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1
取組状況

起床後落ち着いてソファに座っ
ていたり、職員が付き添い可能
な時間になるまで寝ていたため
身体拘束を実施しなかった。

衣類や寝具のタグをかじり異食
する恐れがあるため職員の見守
りが常時必要な状況は継続して
いる。夜間は１時間おきに見回
りしている。

2

行動制限解除後、激しく身体を動かすため、
ベットから転落しそうになることがある。そ
の際カテーテルが引っ張られ抜管の危険性が
あった。転落防止とカテーテルによる排尿管
理を実施し、安全に解除できる方法を検討し
ていく。

行動制限解除後、身体を動かす
ためベッドから転落しそうなる
ことがあった。また、うつ伏せ
になることでカテーテルが閉塞
することで排尿管理が難しくな
ることがあった。対応方法の工
夫をしながら取り組む。

行動制限解除後、うつ伏せにな
ろうと身体を動かすためベッド
から転落しそうになったり、う
つ伏せになることでカテーテル
が閉塞することがあった。閉塞
により排尿管理が難しくなるた
め、対応方法の工夫をしながら
取り組む。

起床後落ち着いてソファに座っ
ていたり、職員が付き添い可能
な時間になるまで寝ていたため
身体拘束を実施しなかった。

起床後落ち着いてソファに座っ
ていたり、職員が付き添い可能
な時間になるまで寝ていたため
身体拘束を実施しなかった。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 B B B A C A

拘束時間 A C B C B C C C C C C C C C C C C B C B B C A A B C C B C C C

この期間は、本人の体調も良く
座位安定のためにクッション等
利用した支援で拘束未実施で過
ごせた。
7/31～8/2は外泊を実施。

4
取組状況

「見守り体制の強化」「個別支
援の時間、食事間、おやつ時
間、就床薬服薬支援時等、身体
拘束をしない時間の徹底」な
ど、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。

「見守り体制の強化」「個別支
援の時間、食事間、おやつ時
間、就床薬服薬支援時等身体拘
束をしない時間の徹底」など、
身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。

「見守り体制の強化」「個別支援の時間、食
事間、おやつ時間、就床薬服薬支援時等身体
拘束をしない時間の徹底」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施中。23,24日
は眠気が強く就床が早かったため短時間の拘
束実施となった。

5
取組状況

離床センサーの使用と本人の睡
眠時のリズムを把握することに
より就床時には体幹ベルトを使
用せず、早朝覚醒時のみにベル
ト使用することで身体拘束の時
間を削減している。9,10,12日
は起床後落ち着かず動きが多
く、11日はワクチン接種後の発
熱により昼間に臥床したが本人
の身体の安全のために、身体拘
束を実施した。

18日は早朝に覚醒し起き上がり
が頻回だったため再入眠を確認
するまでの間、本人の身体の安
全のため身体拘束を実施。それ
以外の日は夜間良眠のため未実
施。

30日は就床時眠気が見られず体動が大きかっ
たため入眠まで、本人の身体の安全のため身
体拘束を実施。それ以外の日は夜間良眠のた
め未実施。

「見守り体制の強化」「個別支
援の時間、食事間、おやつ時
間、就床薬服薬支援時等、身体
拘束をしない時間の徹底」な
ど、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。1日は起
床・就床とも早かったため短時
間の拘束実施となった。

この期間は就床時から落ち着い
て入眠でき、早朝覚醒もなかっ
たため未実施。

6
取組状況

この期間は、本人の体調も良く
座位安定のためにクッション等
利用した支援で拘束未実施で過
ごせた。
13日から外泊を実施。

この期間は、本人の体調も良く
座位安定のためにクッション等
利用した支援で拘束未実施で過
ごせた。
16日帰園。

この期間は、本人の体調も良く座位安定のた
めにクッション等利用した支援で拘束未実施
で過ごせた。日常生活上で行っている移乗時
の座位保持も安定的に行えている。
22～24日、28～30日に外泊を実施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A

拘束時間 D E C C D E C E C D C C D D E E C C D E C E E C C E E C D C C

拘束時間

2人夜勤時(17,18,21日)に身体
拘束を行わない取組みを試行、
19日は起床が早かったため拘束
時間が減少している。

2人夜勤時(24,25,28,30,31日)に身体拘束を
行わない取組みを試行、29日は起床が早かっ
たため拘束時間が減少している。

9
取組状況

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

この時期は車椅子乗車することはなかったた
め身体拘束は未実施。

この時期は車椅子乗車すること
はなかったため身体拘束は未実
施。

7
取組状況

この期間は未実施。食事時間
帯、日中活動参加時の身体拘束
によらない支援を継続中。

17日は日中活動参加前に車いす
の自走をする際に本人の身体の
安全のため短時間だが身体拘束
を実施した。

この期間は未実施。食事時間帯、日中活動参
加時の身体拘束によらない支援を継続中。

2人夜勤時(3,4,7日)に身体拘束
を行わない取組みを試行。2日
は2人夜勤だったが、なかなか
入眠できずベット上での動きが
みられたため取組みを実施でき
ず。1日は起床が早かったた
め、5日は担当職員1人夜勤だっ
たが睡眠状況を見て取組みを試
行したため拘束時間が減少して
いる。

この期間は未実施。食事時間
帯、日中活動参加時の身体拘束
によらない支援を継続中。

2人夜勤時(9,10,11,14日)に身
体拘束を行わない取組みを試
行。
12日は担当者の夜勤で取り組み
を試行したため、拘束時間が減
少している。

8
取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 A A

拘束時間 A B B C A B A A A A A B B A A B A B A A A A B A A A A A B B B

拘束時間 B B B C C B B B B C A B B B B A B C B B C C A B B C A B B A C

車椅子ベルトは移動時に転落防止のため最小
限で使用している。この期間診察による移動
や寮行事などがあり、拘束時間がやや長く
なった。

車いすについているベルトはご
本人の拘りもあり使用継続して
いる。時折自ら外して行動する
場面もある。

車いすについているベルトはご
本人の拘りもあり使用継続して
いる。時折自ら外して行動する
場面もある。

車いすについているベルトはご本人の拘りも
あり使用継続している。時折自ら外して行動
する場面もある。

車椅子ベルトは移動時に転落防
止のため、最小限で使用してい
る。日中活動は移動があるため
拘束時間が長くなる傾向あり。

13

取組状況

職員がセットしていたベルトは
中止した。車いすについている
ベルトがあるがそれは自身で着
脱しており、そのベルトは継続
している。

12
取組状況

車椅子ベルトは移動時に転落防
止のため最小限の時間で使用し
ている。この期間は受診や理容
があり、拘束時間がやや長く
なった。

11
取組状況

最低限の身体拘束とする取組み
を実施中。安全のため、理容時
に一時的に車椅子ベルトを使用
する。

最低限の身体拘束とする取組み
を実施中。17日は通院のため、
一時的に腰ベルトのみ使用す
る。

この期間は治療や理容がなく身体拘束は実施
せず。

車椅子ベルトは移動時に転落防
止のため、最小限の時間で使用
している。４日は、通常の日中
活動時間の他にOTによる指導が
入ったことにより、拘束時間が
1時間を超えた。

この期間は治療や理容がなく身
体拘束は実施せず。

10
取組状況

体調を見ながら、車椅子乗車と
活動への参加（活動室への散
歩）を試みている。１２日は担
当職員と拘束なしで車椅子乗車
して過ごすことができた。身体
拘束未実施。

体調を見ながら、15日に入浴、
１９日にヘアカット実施のため
車椅子乗車する。いずれもマン
ツーマン対応を行い拘束未実
施。

受診や通院など医療行為の為、車椅子乗車す
るが、いずれもマンツーマン対応を行い拘束
未実施。

１日は入浴移動の為、車いすに
乗車する。ご本人の反応を確か
めながら入浴支援を行う中で、
職員を叩こうとする行為も見ら
れたが、不調の前兆を確認し支
援を切り上げ、拘束に至らず。
２日は誕生会への誘いかけを行
い車椅子乗車。拘束なしでマン
ツーマン対応にて昼食を食堂で
食べることができた。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 D D C C C C D D C C C C C C D C C C C D D C D D C C C C D C C

拘束時間 E E E E E E E E C E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

車椅子乗車中、姿勢が崩れるこ
とがありベルトを使用している
が、支援員が見守れるときは外
している。

日中の車椅子乗車時間が増えた
ことにより、ベルト使用も多く
なっている。御本人が落ち着い
ており、支援員が見守れる状況
下では、ベルトを外している。

日中活動と食事場面など支援員
の見守れる範囲でベルトを外し
ている。

日中活動と食事場面など支援員の見守れる範
囲でベルトを外している。

起床時から就床時まで車椅子乗車しており、
その間ベルトを着用している。
職員が見守り、安全が確認できるときは外し
ている。

車椅子のベルトを10分以上解除すると、ズボ
ンを下ろして歩行することがあるため、安全
確保が難しい状況。30分程度の歩行訓練は毎
日実施している。土日にベルトを外して職員
と過ごす個別活動を実施しているが、長い時
間ベルトをはずせていない。

車椅子のベルトを10分以上解除
すると、ズボンを下ろして歩行
することがあるため、安全確保
が難しい状況。30分程度の歩行
訓練は毎日実施している。土日
にベルトを外して職員と過ごす
個別活動を実施しているが、長
い時間ベルトをはずせていな
い。

車椅子のベルトを10分以上解除
すると、ズボンを下ろして歩行
することがあるため、安全確保
が難しい状況。30分程度の歩行
訓練は毎日実施している。土日
にベルトを外して職員と過ごす
個別活動を実施しているが、長
い時間ベルトをはずせていな
い。

日中活動と食事場面など支援員
の見守れる範囲でベルトを外し
ている。

16

取組状況

落ち着いて作業をしていたり、
支援員が見守れる範囲でベルト
を外すなど、試行検討してい
る。

15

取組状況

「安全な場面」ではご本人の様
子と職員の業務の動きの中で車
椅子抑制帯解除の時間を細かく
拾い支援を行っていく。担当で
は、御本人の拘束帯を外せるよ
うマニュアル作成中。

14

取組状況

車椅子のベルトを10分以上解除
すると、ズボンを下ろして歩行
することがあるため、安全確保
が難しい状況。30分程度の歩行
訓練は毎日実施している。土日
にベルトを外して職員と過ごす
個別活動を実施しているが長い
時間ベルトをはずせていない。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E D E E D E E E E E E D E D E D D D D E E E C E C E D E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E D D E E E E E E E D E

ミトンを外す時間を設け取組みを
行った。古傷がある右手指の、噛み
傷の再発が確認されたため、左手の
ミトンを外して様子観察を実施して
いる。受傷を防ぐため、行動観察を
しながら、解除に向けた取組みを継
続していく。

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1

取組状況

日中の時間帯にミトンを外す取
り組みをしている。外した後、
指を目や鼻腔に入れる自傷行為
が頻繁に確認された。一定した
解除時間の確保は難しいが、今
後も取り組みの検討を重ねた
い。

2

取組状況

日中の時間帯にミトンを外す時
間を設けている。ミトンを外し
た後、右手指を口に入れて噛む
事がみられている。看護師と連
携を取り、傷を処置する対応を
行っている。

行動制限解除の取組として、日中時
間帯にミトンを外す取り組みをして
いる。定期的な解除時間の確保がで
きているが、目や鼻腔に入れる自傷
行為が頻繁に確認された。持続した
解除時間の確保は難しいが、今後も
取り組みを重ねたい。

行動制限解除の取組みとして日中時
間帯にミトンを外す取り組み継続し
て実施している。先週に続いて定期
的な解除時間の確保ができている
が、眼や鼻腔に入れる自傷行為が頻
繁に確認された。受傷を防ぎながら
今後も取り組みを重ねたい。

日中に時間帯にミトンを外す取組み
を継続している。定期的な取組みに
より解除時間の確保ができている
が、目や鼻腔に手を入れる自傷行為
が確認された。受傷を防ぎながら取
組みを重ねていく。

日中の時間帯にミトンを外す時間を
設けている。ミトンを外した後、右
手指を口に入れて噛むことがみられ
ている。そのため、傷が無い左手の
ミトンを外して様子観察を継続して
いる。受傷を防ぐため行動観察をし
ながら解除の取り組みをする。

日中の時間帯にミトンを外す時間を
設けている。依然としてミトンを外
した後に、傷のある右手指を口に入
れて噛む事がある。先週と同様に傷
が無い左手のミトンを外して様子観
察を継続している。受傷を防ぐため
行動観察をしながら解除の取り組み
をする。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C D D E C C C C C D C E D D C C C C D C C D C E C C D C C C D

拘束時間 B A A A A A A A B B A A A A A A

２日の排便時、右手で陰部や肛
門を触り、口に入れようとした
り、衣類や靴に便がつく事もあ
り、一時的に使用している。

毎食後落ち着いている際は、外
したまま様子を見ている。周囲
が忙しく落ち着かない際、掴み
かかりや指捻り、Ｔシャツの胸
元を掴む行為が見られ、一時的
に使用している。

排便時、陰部や肛門を触ろうとする
事あり。一時的にミトンを使用する
が、ミトンをつけたまま便器の中に
手を入れているので、職員の見守り
方法、配置の検討を再度行う。

排便時、陰部や肛門を触ろうとする
事あり。一時的にミトンを使用する
が、ミトンをつけたまま便器の中に
手を入れているので、職員の見守り
方法、配置の検討を再度行う。

排泄時にクッションを利用し、陰部
を保護し、手に便等が触れないよう
に、試行してみたが、隙間を見つけ
触ろうとする行為が目立つ。一時的
にミトンの着用を実施した。

周囲が激しい時などに、掴みかかり
や指捻り、Tシャツの胸元を掴む行
為がみられる為、一時使用にしてい
る。

職員や他利用者への掴みかかりが激
しい時に、一時的に使用している。

本人が落ち着かない場合は、大きな
声を出され、周辺にいる方に対し
て、掴みかかる行為が見られ、一時
的にミトンを使用した。騒がしい等
の要因について、環境面での配慮を
行い様子をみていく。

3

取組状況

4

取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間

拘束時間

8月4日実施の個別支援会議、8月26日実施の
身体拘束判定会議で「終了」を確認した。

つなぎは着用しなかった。排便
時間は起床介助後から朝食後ま
での時間帯が多く、概ね安定し
ているので排便コントロールへ
の留意を継続する。
8月26日予定の身体拘束判定会
議で終了を検討予定。

つなぎは着用しなかった。排便
時間は起床介助後から朝食後ま
での時間帯が多く、概ね安定し
ているので排便コントロールへ
の留意を継続する。

3

取組状況

つなぎは着用しなかった。排便
時間は起床介助後から朝食後ま
での時間帯が多く、概ね安定し
ているので排便コントロールへ
の留意を継続する。

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

この期間の身体拘束は未実施。夜間にストー
マ装具を外すことなし。

1

取組状況

活動内容と普通の服を着る機会
を関連させているため、今後、
園内で拘束衣を使用しない場
面・活動をどのように組み立て
るか検討中。

活動内容と普通の服を着る機会
を関連させているため、今後、
園内で拘束衣を使用しない場
面・活動をどのように組み立て
るか検討中。

活動内容と普通の服を着る機会を関連させて
いるため、今後、園内で拘束衣を使用しない
場面・活動をどのように組み立てるか検討
中。25日はドライブ外出のため、マン・
ツー・マンで対応し、拘束衣使用せず。

2

取組状況
この期間の身体拘束は未実施。
夜間も落ち着いて過ごす。

この期間の身体拘束は未実施。
深夜に目覚めることがあるが、
ストーマ装具を外すことなし。

５日に室内改修工事を行うため
家族とドライブ外出実施。外出
中は、拘束衣を使用せず。今
後、園内で拘束衣を使用しない
活動をどのように組み立てるか
検討開始する。

この期間の身体拘束は未実施。
深夜に目覚めることがあるが、
ストーマ装具を外すことはな
し。

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 A A A A A A

「見通しが持てるスケジュール
提示」により行動の安定を図
り、身体拘束につながらない取
組みを実施中であるが、他利用
者の居室の扉に触れたり、入り
込もうとするこだわりは見ら
れ、他利用者の安全のために、
身体拘束を実施している。

「見通しが持てるスケジュール提示」により
行動の安定を図り、身体拘束につながらない
取組みを実施中。この間、ホールディングは
未実施。26日に事前にスケジュールを提示す
ることで、寮内でプール余暇を安定して楽し
むことが出来た。

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、支援者が自分の体で利用者を押さえて行動を制限する

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月末に解除に向けて
検討中であったが、他利用者の
入所の受け入れに伴う居室等の
整備が整わず、8月の寮会議で
検討を行い、9月の身体拘束判
定会議で解除する予定である。

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月末に解除に向けて
検討中であったが、他利用者の
入所の受け入れに伴う居室等の
整備が整わず、8月の寮会議で
検討を行い、9月の身体拘束判
定会議で解除する予定である。

今年度4月から身体拘束を実施
していない。情緒の波はある
が、未然に感情を落ち着かせる
よう職員とうまく関係性を保ち
支援している。約半年間の拘束
ゼロの成果を当該寮会議で検討
を行い、9月の身体拘束判定会
議で解除する方向である。

9月の身体拘束判定会議で解除する予定であ
る。

1
取組状況

2
取組状況

「見通しが持てるスケジュール
提示」により行動の安定を図
り、身体拘束につながらない取
組みを実施中である。１日、６
日は、他利用者の居室の扉に触
れたり、入り込もうとすること
が続き、他利用者の安全のため
に、身体拘束を実施している。

「見通しが持てるスケジュール
提示」により行動の安定を図
り、身体拘束につながらない取
組みを実施中であるが、他利用
者の居室の扉に触れたり、入り
込もうとするこだわりは見ら
れ、他利用者の安全のために、
身体拘束を実施している。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A A A A

拘束時間 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

拘束時間

「見通しが持てるスケジュール
提示」など、行動の安定を図る
ことで、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。17、18
日は、他利用者支援の音に激し
く反応し不安定になり、他者の
部屋に入り込もうとしたため拘
束を実施している。19日は精神
科受診で不安定となり、拘束を
実施している。

「見通しが持てるスケジュール提示」など、
行動の安定を図ることで、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中である。この間、
ホールディングは未実施。

3

4
取組状況

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が続いている。結果、
居室誘導時のホールディングの
実施につながっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が続いている。結果、
居室誘導時のホールディングの
実施につながっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が続いている。結果、
居室誘導時のホールディングの
実施につながっている。

「見通しが持てるスケジュール
提示」など、行動の安定を図る
ことで、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。２日
は、他利用者に向って行く行動
が見られたため拘束を実施して
いる。翌３日の朝・夕には発作
があり、粗暴行為と発作との因
果関係を探っている。

「見通しが持てるスケジュール
提示」など、行動の安定を図る
ことで、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中である。
この間、ホールディングは未実
施。

取組状況

身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中
だが、毎日ほぼ支援の都度何かしらの拘りが
見られ、そこから他者（職員）への粗暴行為
が続いている。結果、居室誘導時のホール
ディングの実施につながっている。

この期間は身体拘束は未実施。
居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施。居室で安心し
て過ごせる環境整備や居室以外で楽しめる日
課の提供に努めた。27日には担当職員とプー
ルを楽しむこともできた。

5

この期間は身体拘束は未実施。
居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

取組状況

この期間は身体拘束は未実施。
居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

拘束時間 A

この期間の身体拘束は未実施。
安心して過ごすことができる環
境として、居室での過ごし方を
整えるなど、粗暴行為を未然に
防ぐための支援を行っている。

8
取組状況

自傷・他害の出る要因を探り、要因のひとつ
と思われる興奮しやすい事項（待たされるこ
とへのストレスや他利用者とのかかわり等）
を軽減するための支援を行うなど、身体拘束
軽減に向け支援をしている。26日は他利用者
への他害から短時間の身体拘束を実施した。
８月30日の園内の会議で身体拘束廃止となっ
た。

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。不安定時に
は、居室へ移動するといった場面の切り替え
や音楽を提供するといった気分の切り替えを
図ることで身体拘束につながらない支援を
行っている。

6
取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
安心して過ごすことができる環
境として、居室での過ごし方を
整えるなど、粗暴行為を未然に
防ぐための支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。安心して過ご
すことができる環境として、居室での過ごし
方を整えるなど、粗暴行為を未然に防ぐため
の支援を行っている。

7

この期間の身体拘束は未実施。
自傷・他害の出る要因を探り、
要因のひとつと思われる興奮し
やすい事項（待たされることへ
のストレスや他利用者とのかか
わり等）を軽減するための支援
を行うなど、身体拘束軽減に向
け支援をしている。

この期間の身体拘束は未実施。
安心して過ごすことができる環
境として、居室での過ごし方を
整えるなど、粗暴行為を未然に
防ぐための支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
自傷・他害の出る要因を探り、
要因のひとつと思われる興奮し
やすい事項（待たされることへ
のストレスや他利用者とのかか
わり等）を軽減するための支援
を行うなど、身体拘束軽減に向
け支援をしている。

この期間の身体拘束は未実施。
自傷・他害の出る要因を探り、
要因のひとつと思われる興奮し
やすい事項（待たされることへ
のストレスや他利用者とのかか
わり等）を軽減するための支援
を行うなど、身体拘束軽減に向
け支援をしている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A

拘束時間 A

拘束時間 A

この期間の身体拘束は未実施。
「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。

この期間ホールディングによる
身体拘束は未実施。「職員との
コミュニケーション」「落ち着
いた環境の提供」など、安心で
きる生活環境の提供と支援を行
うことで身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。

この期間の身体拘束は未実施。精神科の医師
と連携した服薬調整と運動日課の導入や夜勤
2人体制時のマンツーマン対応といった環境
調整により身体拘束の軽減を図っている。

9
取組状況

この期間ホールディングによる
身体拘束は未実施。「職員との
コミュニケーション」「落ち着
いた環境の提供」など、安心で
きる生活環境の提供と支援を行
うことで身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。

この期間ホールディングによる身体拘束は未
実施。「職員とのコミュニケーション」「落
ち着いた環境の提供」など、安心できる生活
環境の提供と支援を行うことで身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施中。

この期間の身体拘束は未実施。「気になるも
のを減らす環境整備」「落ち着いて楽しむた
めに興味関心を持てるものの提供」ととも
に、医療との連携により、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。

この期間の身体拘束は未実施。
精神科の医師と連携した服薬調
整と運動日課の導入や夜勤2人
体制時のマンツーマン対応と
いった環境調整により身体拘束
の軽減を図っている。

10
取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。

8日は職員への粗暴行為があっ
たため短時間の身体拘束を実
施。「気になるものを減らす環
境整備」「落ち着いて楽しむた
めに興味関心を持てるものの提
供」とともに、医療との連携に
より、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中。

11
取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
精神科の医師と連携した服薬調
整と運動日課の導入や夜勤2人
体制時のマンツーマン対応と
いった環境調整により身体拘束
の軽減を図っている。

９日は、利用者への粗暴行為が
見られたため、短時間の身体拘
束を実施。精神科の医師と連携
した服薬調整と運動日課の導入
や夜勤2人体制時のマンツーマ
ン対応といった環境調整により
身体拘束の軽減を図っている。

５日は、他利用者居室へのこだ
わりから職員への粗暴行為があ
り、短時間のホールディングを
実施。「職員とのコミュニケー
ション」「落ち着いた環境の提
供」など、安心できる生活環境
の提供と支援を行うことで身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

拘束時間

14

取組状況

入浴への拘りから不穏になるこ
とが見られた為、不穏時頓服を
1回服用した。代替案を提示す
ることで落ち着いている。ホー
ルディングはしていない。

13
取組状況

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定を図りながら、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

12
取組状況

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「ひらがなでのスケジュー
ルを視覚的に伝える方法」「生
活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「ひらがなでのスケジュー
ルを視覚的に伝える方法」「生
活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

この期間は取組みにより落ち着
いていたため、身体拘束は未実
施。「ひらがなでのスケジュー
ルを視覚的に伝える方法」「生
活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。

この期間は取組みにより落ち着いていたた
め、身体拘束は未実施。「ひらがなでのスケ
ジュールを視覚的に伝える方法」「生活環境
の整備」など、身体拘束廃止・軽減に向けた
取組みを実施中。

概ね落ち着いて過ごしている。ホールディン
グはしていない。

新聞や雑誌の拘りが見られたが
大きく不安定にはならずに過ご
している。ホールディングはし
ていない。

雑誌の受け取りについての拘り
がみられ２回頓服を服用した。
ホールディングはしていない。

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定を図りながら、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間は身体拘束は未実施。「本人の望む
生活用品をそろえる等の環境整備」など、情
緒安定を図りながら、身体拘束廃止・軽減に
向けた取組みを実施中。

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定を図りながら、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、自分の意思で開けることができない居室等に隔離する

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

2

取組状況

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月末に解除に向けて
検討中であったが、他利用者の
入所の受け入れに伴う居室等の
整備が整わず、8月の寮会議で
検討を行い、9月の身体拘束判
定会議で解除する予定である。

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月末に解除に向けて
検討中であったが、他利用者の
入所の受け入れに伴う居室等の
整備が整わず、8月の寮会議で
検討を行い、9月の身体拘束判
定会議で解除する予定である。

引き続き、身体拘束は行ってい
ない。8月の寮会議で検討を行
い、9月の身体拘束判定会議で
解除する予定である。

1

取組状況

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月の解除を目指して
いたが、睡眠の確保について医
師に相談しながら慎重に取組を
進めたため、8月の寮会議に解
除の検討を行い、身体拘束判定
会議で解除する予定である。

引き続き、身体拘束は実施して
いない。7月の解除を目指して
いたが、睡眠の確保について医
師に相談しながら慎重に取組を
進めたため、8月の寮会議に解
除の検討を行い、身体拘束判定
会議で解除する予定である。

引き続き、身体拘束は行ってい
ない。9月の身体拘束判定会議
で解除する予定である。

9月の身体拘束判定会議で解除する予定であ
る。

9月の身体拘束判定会議で解除する予定であ
る。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B B A B B B B C B B B B B B B B C B A B B B B B B B B B B B B

拘束時間 E D E E D D E E E E E E E E E E D E E E E E D E D E E E E E E

拘束時間 C E E E E E D D C E E E E D C C E E E E E D C E C E D E D C E

3

取組状況

「見通しを持てるようタイマーの導入」「余
暇活動の導入」「夜間の解錠」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを実施中。本人
が支援の受け入れを拒否する日はあるもの
の、落ち着いて過ごすことが出来ている。24
日にはプール日課を実施することが出来た。

5

取組状況

「(落ち着いた時の）夜間の解
錠」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中だが、
日によって本人の状態が安定せ
ず、結果的に施錠時間にも幅が
みられている。

「(落ち着いた時の）夜間の解
錠」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中だが、
日によって本人の状態が安定せ
ず、結果的に施錠時間にも幅が
みられている。

「(落ち着いた時の）夜間の解
錠」など、身体拘束廃止・軽減
に向けた取組みを実施中だが、
日によって本人の状態が安定せ
ず、結果的に施錠時間にも幅が
みられている。

「(落ち着いた時の）夜間の解錠」など、身
体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中だ
が、日によって本人の状態が安定せず、結果
的に施錠時間にも幅がみられている。26日に
プール余暇を楽しむことが出来た。

4

取組状況

居室以外で行える余暇活動を増
やし、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中であるが、
全体の拘束時間は大きな変化は
みられていない。

居室以外で行える余暇活動を増
やし、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中であるが、
全体の拘束時間は大きな変化は
みられていない。

居室以外で行える余暇活動を増
やし、身体拘束廃止・軽減に向
けた取組みを実施中であるが、
全体の拘束時間は大きな変化は
みられていない。

居室以外で行える余暇活動を増やし、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを実施中である
が、全体の拘束時間は大きな変化はみられて
いない。

「見通しを持てるようタイマー
の導入」「余暇活動の導入」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。本人が支援の受け入れを
拒否する日があるが、落ち着い
て過ごすことが出来ている。

「見通しを持てるようタイマー
の導入」「余暇活動の導入」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。本人が支援の受け入れを
拒否する日があるが、落ち着い
て過ごすことが出来ている。

「見通しを持てるようタイマー
の導入」「余暇活動の導入」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。本人が支援の受け入れを
拒否する日があるが、落ち着い
て過ごすことが出来ている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C A B B B B B C B B A B C B C C C B A B B B B B B B B B B B

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

8

取組状況

居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中である。

居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中である。

居室で安心して過ごせる環境整
備や居室以外で楽しめる日課の
提供に努めるなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中である。

居室で安心して過ごせる環境整備や居室以外
で楽しめる日課の提供に努めている。27日に
は担当職員とプール日課を楽しむことが出来
た。

7

取組状況

身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中
だが、毎日ほぼ支援の都度何かしらの拘りが
見られ、そこから他者（職員）への粗暴行為
が表れ、結果、居室誘導後の居室施錠の実施
につながっている。

6

取組状況

「新たな余暇活動・日課の導
入」「活動の伝え方の工夫」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施しているが、周期的に発作が
あり、その前後は不安定になる
ため、拘束時間は少し伸びる傾
向にある。

「新たな余暇活動・日課の導
入」「活動の伝え方の工夫」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施しているが、音には敏感で、
そこから帰宅要求、外出要求が
始まり、不安定さが増す傾向が
ある。

「新たな余暇活動・日課の導
入」「活動の伝え方の工夫」
「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施している。他利用者の支援の
音に敏感で、職員に向っていく
ことが見られ、結果拘束につな
がっている。

「新たな余暇活動・日課の導入」「活動の伝
え方の工夫」「夜間の解錠」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施している。
様々な音に敏感で、職員に向っていったり、
同じ要求を繰り返すことが続いているが粗暴
には至っていない。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度、何かしらの拘りが見
られ、そこから他者（職員）へ
の粗暴行為が表れている。結
果、居室誘導後の居室施錠の実
施につながっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度、何かしらの拘りが見
られ、そこから他者（職員）へ
の粗暴行為が表れ、結果、居室
誘導後の居室施錠の実施につな
がっている。

身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中だが、毎日ほぼ支
援の都度何かしらの拘りが見ら
れ、そこから他者（職員）への
粗暴行為が表れ、結果、居室誘
導後の居室施錠の実施につな
がっている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 A

拘束時間 B B C B D C C D A

11

取組状況

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。2、5、7日は、職員への
粗暴行為が続いたため、身体拘
束を実施。

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。９日、11日、12日、13日
は、激しい自傷、他害がみられ
たので切り替えを図るため身体
拘束を実施。

「職員とのコミュニケーショ
ン」「落ち着いた環境の提供」
など、安心できる生活環境の提
供と支援を行うことで身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。15日、16日は、激しい自
傷、他害がみられたため切り替
えを図るため身体拘束を実施。

この期間の身体拘束は未実施。「職員とのコ
ミュニケーション」「落ち着いた環境の提
供」など、安心できる生活環境の提供と支援
を行うことで身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。

10

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
日中の時間帯での職員見守り体
制の強化や、夜間における他寮
からの協力体制確保等により身
体拘束を行わない取組みを進め
ている。

この期間の身体拘束は未実施。
日中の時間帯での職員見守り体
制の強化や、夜間における他寮
からの協力体制確保等により身
体拘束を行わない取組みを進め
ている。

この期間の身体拘束は未実施。
日中の時間帯での職員見守り体
制の強化や、夜間における他寮
からの協力体制確保等により身
体拘束を行わない取組みを進め
ている。

日中の時間帯での職員見守り体制の強化や、
夜間における他寮からの協力体制確保等によ
り身体拘束を行わない取組みを進めている。
25日は、夜間帯に居室から出てくるため、安
全確保を目的に短時間の身体拘束を実施。

9

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。
不安定時には、居室へ移動する
といった場面の切り替えや音楽
を提供するといった気分の切り
替えを図ることで身体拘束につ
ながらない支援を行っている。

この期間の身体拘束は未実施。不安定時に
は、居室へ移動するといった場面の切り替え
や音楽を提供するといった気分の切り替えを
図ることで身体拘束につながらない支援を
行っている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 A B

拘束時間 C C D C D C D C C D C C C D C C C D B C D C C C C C D D C C C

拘束時間 A A A A A B A B A A A A B B A A B

14

取組状況

「現物提示による伝え方」「余
暇支援」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。
1日、2日、4日、7日は取組みに
より落ち着いており、身体拘束
は未実施。

「現物提示による伝え方」「余
暇支援」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。
8日、11日、13日は取組みによ
り落ち着いており、身体拘束は
未実施。

「現物提示による伝え方」「余
暇支援」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。
16日は取組みにより落ち着いて
おり、身体拘束は未実施。

「現物提示による伝え方」「余暇支援」な
ど、身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実
施中。22日、25日、27日、29日は取組みによ
り落ち着いており、身体拘束は未実施。30日
に入院したため30日、31日は未実施。

13

取組状況

「ひらがなでのスケジュールを
視覚的に伝える方法」「生活環
境の整備」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

「ひらがなでのスケジュールを
視覚的に伝える方法」「生活環
境の整備」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

「ひらがなでのスケジュールを
視覚的に伝える方法」「生活環
境の整備」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

「ひらがなでのスケジュールを視覚的に伝え
る方法」「生活環境の整備」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施中。

12

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。

「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。８日は、職
員に対する粗暴行為があったた
め切り替えができるまでの短時
間の身体拘束を実施。

「気になるものを減らす環境整
備」「落ち着いて楽しむために
興味関心を持てるものの提供」
とともに、医療との連携によ
り、身体拘束廃止・軽減に向け
た取組みを実施中。19日は職員
に対する粗暴行為があったため
切り替えができるまでの間、身
体拘束を実施。

この期間の身体拘束は未実施。「気になるも
のを減らす環境整備」「落ち着いて楽しむた
めに興味関心を持てるものの提供」ととも
に、医療との連携により、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 B B C A B B B A A C C B B A B

拘束時間

17

取組状況

「身体拘束をしない時間の徹
底」「食堂・デイルームの利用
促進」など、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。こ
の期間は落ち着いて過ごすこと
ができ身体拘束せずに支援でき
た。

「身体拘束をしない時間の徹
底」「食堂・デイルームの利用
促進」など、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。こ
の期間は落ち着いて過ごすこと
ができ身体拘束せずに支援でき
た。

「身体拘束をしない時間の徹
底」「食堂・デイルームの利用
促進」など、身体拘束廃止・軽
減に向けた取組みを実施中。こ
の期間は落ち着いて過ごすこと
ができ身体拘束せずに支援でき
た。

「身体拘束をしない時間の徹底」「食堂・デ
イルームの利用促進」など、身体拘束廃止・
軽減に向けた取組みを実施中。この期間は落
ち着いて過ごすことができ身体拘束せずに支
援できた。

16

取組状況

5月中旬から、眠れない又は早
朝に覚醒してその後の再入眠が
できないことが目立ってきたた
め、精神科医療と連携し、服薬
調整などを実施した。睡眠の状
態はなかなか安定しないが今週
は落ち着いて入眠できている日
が多く実施時間が減少してい
る。

5月中旬から、眠れない又は早
朝に覚醒してその後の再入眠が
できないことが目立ってきたた
め、精神科医療と連携し、服薬
調整などを実施した。今週は早
朝覚醒後、再入眠できず、他利
用者の安全のため身体拘束を実
施した。

今週は落ち着いて入眠ができる
ようになったが早朝に覚醒後勢
いよく居室から飛び出してきて
その後再入眠できない日が多
く、他利用者の安全のため身体
拘束を実施した。

今週も早朝に覚醒しその後再入眠できない日
に、他利用者の安全のため身体拘束を実施し
た。

15

取組状況

この期間の身体拘束は未実施。
「夜間の睡眠確保」「日中活動
の活性化」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間の身体拘束は未実施。
「夜間の睡眠確保」「日中活動
の活性化」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間の身体拘束は未実施。
「夜間の睡眠確保」「日中活動
の活性化」など、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを実施
中。

この期間の身体拘束は未実施。「夜間の睡眠
確保」「日中活動の活性化」など、身体拘束
廃止・軽減に向けた取組みを実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B A A A A B B C B A B B A B B A B

拘束時間 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

18

取組状況

「居室ドアベルの設置」「落ち
着いた環境の提供」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。取組みにより拘束時
間は削減されているが、1日は
大声を出すなど落ち着かない時
間が多かったので、身体の安全
のための身体拘束がやや長く
なった。

「居室ドアベルの設置」「落ち
着いた環境の提供」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。10,11,12日は落ち着
かない時間帯があり、身体の安
全のため短時間の身体拘束を実
施した。

「居室ドアベルの設置」「落ち
着いた環境の提供」など、身体
拘束廃止・軽減に向けた取組み
を実施中。15,17,18,20日は落
ち着かない時間帯があり、身体
の安全のための短時間の身体拘
束を実施した。特に15日は夕食
前に大声を出すなど落ち着かな
い時間長く拘束時間も増加して
しまった。

見通しが立ち、モチベーションとなる活動前
に解錠可能か再度検討する。自由時間に解錠
した場合、室外の物が気になり床に投げ落と
し片づける行為や要求が見られる。自室と同
様に何も置かない空間を好むため、他利用者
と生活空間を共有できるよう調整が必要。25
日は余暇活動でドライブ実施し、身体拘束の
時間を削減できるよう取り組んだ。

19

取組状況

8/5に室内改修工事が終了。見
通しが立ち、モチベーションと
なる活動前などに身体拘束をし
ない取組みが可能か再度検討す
る。引き続き、職員と一緒に過
ごす時間や居室外での活動を増
やす取り組みを実施中。

見通しが立ち、モチベーション
となる活動前に解錠可能か再度
検討する。自由時間に解錠した
場合、室外の物が気になり床に
投げ落とし片づける行為や要求
が見られる。自室と同様に何も
置かない空間を好むため、他利
用者と生活空間を共有できるよ
う調整が必要。引き続き、「絵
本読み・散歩・クラスなど」目
的が分かりやすい活動を取り入
れて削減に取り組む。

見通しが立ち、モチベーション
となる活動前に解錠可能か再度
検討する。自由時間に解錠した
場合、室外の物が気になり床に
投げ落とし片づける行為や要求
が見られる。自室と同様に何も
置かない空間を好むため、他利
用者と生活空間を共有できるよ
う調整が必要。引き続き、「絵
本読み・散歩・クラスなど」目
的が分かりやすい活動を取り入
れて削減に取り組む。

「居室ドアベルの設置」「落ち着いた環境の
提供」など、身体拘束廃止・軽減に向けた取
組みを実施中。この期間は数日、大声を出し
落ち着かない時間帯には身体の安全のための
短時間の身体拘束を実施した。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

拘束時間 A A A A B B C B B A B A A

一日を通し刺激を避け、クール
ダウンを図る環境設定と過ごし
方を実施中ではあるが、起床直
後からの不調が続いている。18
日、20日、21日は声ののトーン
に注意するなど刺激となる関わ
りを避けて支援を実施したが、
不調改善せず、身体拘束を実
施。併せて、医療的なケアを行
いながら、本人の状態を頻繁に
確認して拘束時間の短縮に努め
た。

一日を通し刺激を避け、クールダウンを図る
環境設定と過ごし方を実施中ではあるが、こ
の期間は、起床直後からの不調が続いてい
る。声のトーンに注意するなど刺激となる関
わりを避けて支援を実施したが、不調改善し
ない日が多く、併せて、医療的なケアを行い
ながら、本人の状態を頻繁に確認して拘束時
間の短縮に努めた。会議にて、今後、本人の
行動を分析していくこととした。

取組状況

「夜間に身体拘束をしない取組
み」を実施中。一人夜勤時でも
目覚めた際に安心できるよう
に、枕元に好きな写真を置いて
夜間解錠を継続。日中の活動を
増やす取組みについては、他セ
クションの協力を得ながら場面
を切り替えて活動を終えられる
ように調整。

「夜間に身体拘束をしない取り
組み」を実施中。日中活動を増
やす取り組みについては、他セ
クションの協力を得ながら場面
を切り替えて活動を終えられる
ように実施に向けて調整を行っ
ている。
 

「夜間に身体拘束をしない取り
組み」を実施中。日中活動を増
やす取り組みについては、他セ
クションの協力を得ながら日中
担当職員と一緒に課題を行う活
動を開始した。わずかな時間で
はあるが、落ち着いて取り組む
ことができた。終了について
は、寮職員が受け持つことで、
切り替えができ、つかみかかり
など突発的な行動には至らず。

20

21

取組状況

一日を通し、刺激を避け、クー
ルダウンを図る環境設定と過ご
し方を実施中。今週は起床直後
からの不調があり、声のトーン
に注意するなど刺激となる関わ
りを避けた支援を実施したが不
調改善せず。併せて、医療的な
ケアも行いながら、身体拘束を
実施。実施中は本人の状態を頻
繁に確認して拘束時間の短縮に
努めた。

一日を通し刺激を避け、クール
ダウンを図る環境設定と過ごし
方を実施中。８日は朝食前から
不調となり、声のトーンに注意
するなど刺激となる関わりを避
けた支援を実施したが、落ち着
かなかったため、身体拘束を実
施。医療的なケアを行いなが
ら、本人の状態を頻繁に確認し
て拘束時間の短縮に努めた。

「夜間に身体拘束をしない取り組み」を実施
中。日中活動を増やす取り組みについては、
他セクションの協力を得ながら日中担当職員
と一緒に課題を行う活動を開始した。先週よ
り、時間延長でき、落ち着いて取り組むこと
ができた。終了については、寮職員が受け持
つことで、切り替えができ、つかみかかりな
ど突発的な行動には至らず。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C C B C C B C B C C C C A C C C D C C C C C C C C C B B C C C

拘束時間 C

取組状況

自室内で楽しめる余暇活動の導
入で、気持ちの安定を図り、身
体拘束の廃止・軽減を実施中。
好きなDVDを見て落ち着いて過
ごせる時もあったが、居室外の
様子に強い関心があり、他者の
部屋に入り込む、ドアにかけて
あるカーテンを破るなどの行為
が見られた際に、身体拘束実
施。今後はセンサーの活用も含
めた見守り支援を行い拘束軽減
に努める。

自室で楽しめる余暇の導入で、
気持ちの安定を図り、身体拘束
の廃止・軽減を実施中。好きな
DVD要求への対応と包まって落
ち着く毛布の提供で解除して過
ごせる時もあるが、居室外の様
子が刺激となり、他者の居室に
入り込もうとすることも続いて
いる。センサーの活用も含め
た、見守り支援を行い拘束軽減
に努める。

自室で楽しめる余暇の導入で、
気持ちの安定を図り、身体拘束
の廃止・軽減を実施中。好きな
DVD要求への対応と包まって落
ち着く毛布の提供で解除して過
ごせる時もあるが、居室外の様
子が刺激となり、他者の居室に
入り込もうとすることも続いて
いる。センサーの活用も含め
た、見守り支援を行い拘束軽減
に努める。

自室で楽しめる余暇の導入で、気持ちの安定
を図り、身体拘束の廃止・軽減を実施中。好
きなDVD要求への対応と、包まって落ち着く
毛布の提供で解除して過ごせる時もあるが、
居室外の様子が刺激となり、他者の居室に入
り込もうとすることも続いている。センサー
の活用も含めた、見守り支援を行い拘束軽減
に努める。他利用者が支援時使用している
パーテーションに対して、激しい拘りを見せ
ていたが、今週は、解錠した状態でも気にせ
ず毛布に包まって過ごすことができた。

22

23

取組状況

新しい職員が支援に入ることが
増え、緊張感から粗暴行為が出
やすいとの推測から、リラック
スしている時間を共に過ごすな
どコミュニケーションを深める
取組みを進めている。4日は就
寝前に不調となり、激しいドア
蹴りをするなどの行為があり、
切り替えを図る為に身体拘束を
実施。

新しい職員が支援に入ることが
増え、緊張感から粗暴行為が出
やすいとの推測から、リラック
スしている時間を共に過ごすな
どコミュニケーションを深める
取り組みを進めている。就寝前
のコミュニケーション支援実施
後、不調になることもあるが、
２時間ほど見守りながら対応し
た。今週は身体拘束未実施。

新しい職員が支援に入ることが
増え、緊張感から粗暴行為が出
やすいとの推測から、リラック
スしている時間を共に過ごすな
どコミュニケーションを深める
取り組みを進めている。就寝前
のコミュニケーション支援実施
後、不調なることもあるが、２
時間ほど見守りながら対応し
た。今週は身体拘束未実施。

新しい職員が支援に入ることが増え、緊張感
から粗暴行為が出やすいとの推測から、リ
ラックスしている時間を共に過ごすなどコ
ミュニケーションを深める取り組みを進めて
いる。今週も就寝前に壁を蹴る、大泣きする
など、気分変調する場面見られるが、見守り
を行いながら対応した。今週は身体拘束未実
施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間 D C C C C C C C C D D C C D C D D C C C C D C C C C C D C C C

25

「統一した職員支援の徹底」
「職員とマンツーで過ごす日課
設定」「夜間帯は拘束しない取
組み」を実施して拘束削減中。
落ち着いて入浴できており、そ
れに伴う職員との本読みも安定
実施となっており拘束削減につ
ながっている。

取組状況

「統一した職員支援の徹底」
「職員とマンツーで過ごす日課
設定」「夜間帯は拘束しない取
組み」を実施して拘束削減に取
り組んでいる。

「統一した職員支援の徹底」
「職員とマンツーで過ごす日課
設定」「夜間帯は拘束しない取
組み」を実施して拘束削減中。
落ち着いて入浴できており、そ
れに伴う職員との本読みも安定
実施となっており拘束削減につ
ながっている。

24

取組状況

表情険しいこともあるが、落ち
着いて過ごせている。居室から
の急な走り出しがあり転倒する
ことがあった為、職員間でリス
クを共有し、見守り支援を実施
することで身体拘束未実施。

表情険しいこともあるが、落ち
着いて過ごせている。居室から
の急な走り出しがあり転倒する
ことがあった為、職員間でリス
クを共有し、見守り支援を実施
することで身体拘束未実施。

表情険しいこともあるが、落ち
着いて過ごせている。居室から
の急な走り出しがあり転倒する
ことがあった為、職員間でリス
クを共有し、見守り支援実施す
ることで身体拘束未実施。

表情険しいこともあるが、落ち着いて過ごせ
ている。居室からの急な走り出しがあり転倒
することがあった為、職員間でリスクを共有
し、見守り支援実施することで今月は身体拘
束未実施。

「統一した職員支援の徹底」「職員とマン
ツーで過ごす日課設定」「夜間帯は拘束しな
い取組み」を実施して拘束削減中。落ち着い
て入浴できており、それに伴う職員との本読
みも安定実施となっており拘束削減につな
がっている。２４日は余暇活動としてドライ
ブ外出を実施。午後の拘束時間の解錠につな
げることができた。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B C A A B B A B

拘束時間 A

26

トイレ要求が頻回で、ホーム外
での過ごしが難しく場面切り替
えができなかった。トイレ要求
にも応じるが、表情険しく廊下
壁への頭突き、爪たてなど落ち
着かない状態となったため、拘
束を実施。実施中はこまめに状
態確認を行い、気分の切り替え
が図れたタイミングで拘束を解
除した。

今週は、トイレ要求に応じなが
ら、比較的穏やかに過ごせてい
たが、15日・20日はいずれもト
イレ要求頻回となり、表情険し
く廊下壁への頭突き、爪たてな
ど落ち着かない状態となったた
め、拘束を実施。実施中はこま
めに状態確認を行い、気分の切
り替えが図れたタイミングで拘
束を解除した。

27

夜間の不眠・体調不良について
医療と連携して対応中。状態変
化が大きく、突発的な動きがあ
る為、見守り体制を強化して身
体拘束をしない取り組みを進め
ている。午前帯の施錠について
は、他利用者入浴時に新しい
パーテーションを活用すること
と、定時巡回で安全確認を行う
ことで施錠解除することを会議
にて確認した。今週は身体拘束
未実施。

取組状況

１日、４日、７日は夜間にトイ
レ要求が頻回にあり、ホーム外
での過ごしが難しく場面切り替
えできず。要求に応じるが、表
情険しく落ち着かない状態と
なったため、拘束を実施。実施
中はこまめに状態確認を行い、
気分の切り替えが図れたタイミ
ングで拘束を解除した。

夜間の不眠・体調不良について
医療と連携して対応中。状態変
化が大きく、突発的な動きがあ
る為、見守り体制を強化して身
体拘束をしない取り組みを進め
ている。午前帯の施錠について
は、他利用者入浴時に新しい
パーテーションを活用すること
と、定時巡回で安全確認を行う
ことで施錠解除している。この
期間は身体拘束未実施。

取組状況

夜間の不眠・体調不良について
医療と連携。状態変化が大き
く、突発的な動きがある為、見
守り体制を強化して日中から身
体拘束をしない取組みを進めて
いる。午前帯の拘束解除に向
け、定時巡回の支援を開始し、
安全を確認しながら拘束削減
中。この期間は全体的に体調不
良のため活動性が低かったが、
４日は活動性が高く、本人の安
全のため、短時間の拘束を実
施。

体調不良の状態が顕著ではあるが、突発的な
動きがあり、不安定な足腰で、居室外（自室
内は緩衝材仕様の壁・床材）まで動くことが
あった。職員の見守りで気が付き転倒には至
らず。この期間も見守り体制を強化し、身体
拘束未実施。

今週は、トイレ要求に応じながら、また、定
時排泄の声掛けを行いながら対応すること
で、トイレや排泄に強いこだわりを示すこと
がなかった。食事中の動きに対しても、ドア
に鈴を設置して動きの把握に努めることで、
今週は未施錠。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C D D D D D D

拘束時間 A

拘束時間

この期間は身体拘束未実施。18
日から21日まで毎日「利用者の
顔に手を出そうとする」ことが
みられたが、雑誌を提供したり
水分補給をしたり、音楽を流す
ことにより気分転換を図ること
ができた。

この期間は身体拘束未実施。8
日と10日は「利用者の顔を触ろ
うとする」ことがみられたが、
自室にて職員と一緒に過ごした
り、音楽を流したり雑誌を提供
するなどにより気分転換を図り
落ち着くことができた。

取組状況

28

29

この期間は身体拘束未実施。1
日と4日は「利用者の顔を触ろ
うとする」ことがみられたが、
自室に誘導し音楽を流して職員
と一緒に過ごしたりすることで
落ち着くことができた。

取組状況

夜間1時間の身体拘束をしない
取組みを実施中。服薬変更によ
る睡眠状態に変化はないが、開
錠中に落ち着かない行動が見ら
れた。開錠時間の拡大を検討
中。

この期間は身体拘束未実施。睡
眠中だけでなく、夜間覚醒した
際にも施錠せず見守り対応して
いる。

この期間は身体拘束未実施。睡眠中だけでな
く、夜間覚醒した際も施錠せずに見守り対応
している。22日は23時頃より1時頃まで、25
日は1時頃より4時頃まで、27日はほとんど眠
らなかったが、見守りを行うことで身体拘束
未実施。

取組状況

この期間は身体拘束未実施。2
日と5日は2時ごろより覚醒して
いるが施錠せず見守り対応実
施。他利用者とのトラブルはみ
られず。

30
この期間は身体拘束未実施。睡
眠中だけでなく、居室対応を解
除しているが、７月１日から
は、夜間覚醒した際にも施錠せ
ず見守り対応している。

26日は昼食後に職員の顔に爪を立てたり、利
用者の顔を執拗に触ろうとするなど行為がみ
られるので、自室に誘導し、雑誌を提供した
り、音楽を流すことにより気分転換を図ろう
としたが、直ぐに落ち着くことができず、短
時間の身体拘束を行った。

夜間1時間の身体拘束をしない
とりくみを実施中。開錠時間中
に居室から出て戻ろうとせず、
不穏な様子だったことが1日
あった。

夜間1時間の身体拘束をしない
取組みを実施中。この期間開錠
による睡眠の乱れは見られず。

夜間1時間の身体拘束をしない取組みを実施
中。この期間、睡眠の乱れの予兆が見られ
た。また、開錠中に職員に居室を施錠するよ
う強く要求することあり。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C B D C D C C C C C C D D C D C C C C C D D C D D D D D D D D

拘束時間

入眠確認時の「身体拘束をしな
い取組み」を実施中だが、開錠
音で覚醒してしまい「居室から
出てきた際に廊下を走って転
倒」や「他利用者の居室に入り
トラブルにつながる恐れ」があ
るため身体拘束を実施。

入眠確認時の「身体拘束をしない取組み」を
実施中だが、開錠音で覚醒してしまい「居室
から出てきた際に廊下を走って転倒」や「他
利用者の居室に入りトラブルにつながる恐
れ」があるため身体拘束を実施。29日は不眠
で、居室の壁や扉を叩く行動が断続的にみら
れた。

32
この期間は身体拘束未実施。環
境を整備するなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを継続
中。2時前後より目覚めること
あるも見守りで対応する。

この期間は身体拘束未実施。環
境を整備するなど、身体拘束廃
止・軽減に向けた取組みを継続
中。1時から2時位の間に目覚め
ることもあったが、見守りで対
応する。

この期間は身体拘束未実施。環境を整備する
など、身体拘束廃止・軽減に向けた取組みを
継続中。期間中、1時から2時位の間に目覚め
ていたが、見守りで対応する。

取組状況

入眠確認時の「身体拘束をしな
い取組み」を実施中だが、開錠
音で覚醒してしまい「居室から
出てきた際に廊下を走って転
倒」や「他利用者の居室に入り
トラブルにつながる恐れ」があ
るため身体拘束を実施。

取組状況

この期間は身体拘束未実施。2
時前後より覚醒し朝まで眠らな
いことが多くみられたが、他利
用者とのトラブルにつながるよ
うな行動はみられず。

31

入眠確認時の「身体拘束をしな
い取組み」を実施中だが、開錠
音で覚醒してしまい「居室から
出てきた際に廊下を走って転
倒」や「他利用者の居室に入り
トラブルにつながる恐れ」があ
るため身体拘束を実施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

拘束時間

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

35

取組状況

行動観察のまとめから午前に解
錠時間を設定した。更に午後の
時間帯で落ち着いている時間を
抽出し行動観察を行っている。

34

取組状況

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定に向けた取組みを引き続き実
施中である。

この期間は身体拘束未実施。セ
ンサーを活用しながら、「入室
してから21時まで」と「入眠確
認から起床支援まで」身体拘束
をしない取組みを実施中。

取組状況

この期間は身体拘束未実施。セ
ンサーを活用しながら、夜間本
人が入室してから21時までと、
入眠確認から起床支援まで身体
拘束をしない取組みを実施中。

この期間は身体拘束未実施。セ
ンサーを活用しながら、入眠確
認から起床支援まで身体拘束を
しない取組みに加え、7月1日よ
り新たに「入室してから21時
（遅番職員の業務終了）まで、
身体拘束をしない」取組みを実
施中。

33

この期間は身体拘束は未実施。「本人の望む
生活用品をそろえる等の環境整備」など、情
緒安定に向けた取組みを引き続き実施中であ
る。

行動観察のまとめから午前に解錠時間を設定
した。更に午後の時間帯で落ち着いている時
間,寝ている時は解錠を行っている。

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定に向けた取組みを引き続き実
施中である。

この期間は身体拘束は未実施。
「本人の望む生活用品をそろえ
る等の環境整備」など、情緒安
定に向けた取組みを引き続き実
施中である。

行動観察のまとめから午前に解
錠時間を設定した。更に午後の
時間帯で落ち着いている時間、
寝ている時は解錠を行ってい
る。

行動観察のまとめから午前に解
錠時間を設定した。更に午後の
時間帯で落ち着いている時間を
抽出し行動観察を行っている。

センサーを活用しながら、「入室してから21
時まで」と「入眠確認から起床支援まで」身
体拘束をしない取組みを実施することで、こ
の期間は身体拘束未実施。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C E D E E E E E E E D E C E E E D E E E C D D D D D E D D D D

拘束時間 D C D C C C D C B C B B B B C C E D C C

37

取組状況

36

取組状況

居室から出て来た際には、出来
る限り個別の対応をしている。

夜間居室にいる時は施錠をして
いるが、開錠できるタイミング
を見極め中です。歩行不安定で
転倒リスクのある方なので、ま
ずは居室外で車いすでの活動時
間を増やすことで、開錠時間を
増やすよう調整している。

就床から起床まで居室施錠している。
状況を確認しながら少しづつ夜間の開錠を試
みている。

居室から出て来た際には、出来る限り個別の
対応をしている。

日中の車椅子乗車時間が増え、
就床から起床までの夜間帯のみ
施錠している。

日中の車椅子乗車時間が増え、
就床から起床までの夜間帯のみ
施錠している。御本人の中で
「居室は寝る部屋」との認識が
定着してきている様子。

居室から出て来た際には、出来
る限り個別の対応をしている。

居室から出て来た際には、出来
る限り個別の対応をしている。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず、自分で降りられないようにベッド柵（サイドレール）を使用する

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

1

取組状況

就床時ベッド柵を使用せず寝て
みてはどうか確認すると「ダ
メって言ってるでしょ。」と大
きな声で回答し柵の使用を希望
する。夜間足元の柵を10分間ほ
ど外して様子を見るが起きる様
子無く寝ていた。

2

取組状況

ベッドに横になると右側臥位に
なろうとして体を持ち上げ、
ベッドから転落しそうになるた
めベット柵を使用する。夜間左
側足元のベット柵を５分程外し
て様子を見る。

ベッドの横になると、すぐに右
側臥位になろうと身体を動か
す。ベッド柵を使用すると柵に
つかまり柵にもたれかかってい
た。

ベッドの横になると、すぐに右
側臥位になろうと身体を動か
す。ベッド柵を使用すると柵の
際で寝ていたため、見回りの都
度態勢を整える。

ベッドで横になると、右側臥位になろうと上
体を持ち上げ、体勢が不安定になるため、柵
を使用する。夜間の訪室時、左側足元のベッ
ド柵を５～10分程外して様子を見る。

就床時、ベッド柵をしないで寝てみてはどう
か提案すると、「柵してください、絶対だ
よ。」と話し、柵の使用を希望する。日中の
時間にも提案するが、「落ちたら責任取れな
いでしょう。」と話し、柵の使用を希望す
る。

就床時、ベッド柵を付けないで
寝てみてはどうか提案するが
「柵しないと落ちてケガするで
しょう。お姉ちゃんが泣いちゃ
うよ。」と話し、「落ちたら危
ない、柵は２つ忘れずにしてく
ださい。」と柵の使用を希望す
る。

就床時、柵をしないで寝てみて
はどうか提案するが「柵して
ね。意地悪しないでね。」「落
ちたらお姉ちゃんに怒られる
ぞ。」と話し、柵の使用を希望
する。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 D D D D E E E D E E C D D D C E D E D E C D E D D D D D E D D

会議で日中の様子を評価し、夜間の柵もはず
してはどうかと意見がまとまる。家族に様子
を伝え、夜間帯も柵を使用しないことについ
て了承を得る。夜間帯は１時間毎に様子を確
認している。

身体拘束軽減に向けて、日中は
クッションを使用して職員の見
守りの元、ベット柵を使用しな
いで過ごしている。

身体拘束軽減に向けて、日中は
クッションを使用して職員の見
守りの元、ベット柵を使用しな
いで過ごしている。

会議で本人の日中の様子のついて評価する。
夜間についても外してはどうかと意見がまと
まる。家族に連絡し、夜間帯に柵をしないこ
とについて、一定の条件のもと了承され、試
行することとなる。

身体拘束軽減に向けて、日中の
時間は職員見守りの元、ベット
柵を使用せず様子を見ている。
後見人にベッド柵を使用してい
ない時の様子を伝え、今後、更
なる軽減について相談する。

身体拘束軽減に向けて、日中の
時間は職員見守りの元、ベット
柵を使用せず、様子を見てい
る。

夜間（入眠後）、安全を確保す
るため本人の動きが少ない状態
を確認した上でベッド柵を外す
取り組みをしている。取り組み
時間が行動によって変化する
が、一定した時間が確保されて
いる。今後も様子観察をしなが
ら取り組みを継続する。

夜間に安全を確保した上で、ベット柵の解除
を行っている。一定時間の解除が、確保され
ているので、今後も継続し、様子観察を行
う。

夜間、安全を確保した上でベッ
ド柵を外す取り組みをしてい
る。一定した時間が確保されて
いるので、今後も様子観察をし
ながら取り組みをを継続する。

3
取組状況

身体拘束軽減に向けて、日中は
クッションを使用して職員の見
守りの元、ベット柵を使用しな
いで過ごしている。

身体拘束軽減に向けて、日中の
時間は職員見守りの元、ベット
柵を使用せずで様子を見てい
る。

4
取組状況

5
取組状況

夜間（入眠後）、安全を確保し
た上でベッド柵を外す取り組み
をしている。取り組み時間につ
いて本人の様子によって左右さ
れるが比較的、一定した時間が
確保されている。今後も様子観
察をしながら取り組みを継続す
る。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

拘束時間

取組状況

7/27ベッド柵を3点について試
行したが、ベッド上での体を
突っ張る行動が継続しており、
ベッドからの転落が予見される
ことを確認する。拘束解除の取
り組みが実施できるか継続検討
することを確認する。

7/4より入院のため本人不在と
なる。

ベッド上での体を突っ張る行動
は継続しているため、ベッドか
らの転落が予見される状況は続
いている。軽減の取組みとし
て、車いすで過ごす時間を増や
していくことを確認する。

7/4より入院のため不在であっ
たが、8/13に退院する。入院治
療で身体状況や体力の低下が顕
著である。てんかん発作や脱力
によるベッドからの転落が予見
される為、４点ベッド柵で体力
の回復具合を確認しながら解除
の取り組みを再開する。

取組状況

退院以降、食事摂取量の低下が
みられ復調できていない状況が
続き静養室を使用している。ウ
ロバックの管理やベッド上での
ギャッヂアップの姿勢保持等、
体調面においてベッド使用の時
間が増えている状況からも軽減
までには至らなかった。健康状
態をみながら解除の取組みを再
開していく。

退院以降、食事摂取量低下がみられ静養室の
様子観察となっているため軽減には至ってい
ないが、体調管理を行いながら日中時間帯で
のベッド柵3点の試行等を再開していく。

6

7

胃ろうからの経管栄養対応中に
体の動きを観察するが突っ張る
だけでなく、体を曲げる動きも
見られベッドからの転落が予見
される状況は続いている。車い
すにて共有スペースでの時間を
増やす取組みを始めた。

ベッド使用時に、全身の突っ張りや体を曲げ
る動きもみられ、ベッドからの転落が予見さ
れる状況が続いているためベッド柵使用を継
続した。引き続き、車椅子上での過ごしの機
会増に加え、臀部の褥瘡等のリスクも懸念さ
れるため、ベッド下でのクッション活用等
ハード面の整備も行い軽減に取組む。

入院中のため本人不在。 入院中のため本人不在。入院中のため本人不在。 入院中のため本人不在。
8

取組状況



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間

ベッドへの出入りが出来る状態
になっているが、ベッド利用中
のご本人の様子として、転落に
なりそうな場面等なく落ち着い
て過ごされていることを、ユ
ニット会議で確認し、現在の対
応を継続する事を確認した。
今後も巡視・検討を引き続き
行っていく。

8月26日実施の身体拘束判定会議で検討。7月
17日以降ベッドへの出入りができる環境に
なっているが、現在の環境・対応で評価継続
し、実績を重ねていく事を確認した。

9

取組状況

ベッドへの出入りが出来る状態
になっているが、ベッド利用中
のご本人の様子として、転落に
なりそうな場面等なく落ち着い
て過ごされている。
今後も巡視・検討を引き続き
行っていく。

ベッドへの出入りが出来る状態
になっているが、ベッド利用中
のご本人の様子として、転落に
なりそうな場面等なく落ち着い
て過ごされている。
今後も巡視・検討を引き続き
行っていく。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 C B C A B B B B A B B B A B B B A B C

拘束時間 B B B B C B C C C C C C C C C C B B C C C C B B C C C C C C C

「個別支援の時間、食事時間、
おやつの時間等、身体拘束をし
ない時間の徹底」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを
実施中。

「個別支援の時間、食事時間、
おやつの時間等、身体拘束をし
ない時間の徹底」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを
実施中。

7月に本人用車いすが破損し、共用車いすを
使用しているがかなり座位保持が安定してき
た。22,26,29,30日は身体拘束せずに支援で
きた。

2
取組状況

県立障害者支援施設における身体拘束の実施状況（拘束種別毎）

　拘束種別： やむを得ず行う、その他身体拘束に当たる行為（車いすテーブル等）

　実 施 月：　令和３年８月の実施状況

　拘束時間：未記入は未実施、A＝30分未満、B＝30分以上１時間未満、C＝１時間以上４時間未満、D＝４時間以上８時間未満、E＝８時間以上24時間未満、F＝24時間

「個別支援の時間、食事時間、おやつの時間
等、身体拘束をしない時間の徹底」など、身
体拘束廃止・軽減に向けた取組みを実施中。
24日の会議でさらにこまめな観察により削減
できる時間帯を探していくこと確認。

1
取組状況

7月に本人用車いすが破損し、
共用車いすを使用しているが座
位保持の不安定さが徐々に解消
できてきている。1,4日は就床
前の時間帯で座位保持が不安定
になってしまったため身体拘束
時間が増加した。

7月に本人用車いすの破損によ
り共用車いすを使用しているが
座位保持の不安定さが徐々に解
消できてきた。9,12,14日は身
体拘束せずに支援できた。

7月に本人用車いすが破損し、
共用車いすを使用しているがか
なり座位保持が安定してきた。
18,21日は身体拘束せずに支援
できた。

「個別支援の時間、食事時間、
おやつの時間等、身体拘束をし
ない時間の徹底」など、身体拘
束廃止・軽減に向けた取組みを
実施中。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 B

拘束時間 C E C C C C C C C C C C C D C D E D E D D C D C C D D D D C D

拘束時間 D D D D D E C C C

この期間は未実施。飲食時、日
中活動時等身体拘束をしない時
間の徹底により身体拘束廃止、
軽減に向けた取組みを実施中。

飲食時、日中活動時等身体拘束
をしない時間の徹底により身体
拘束廃止、軽減に向けた取組み
を実施中。2日は居室で課題に
取り組めずデイルームで対応し
た際に、身体の安全のために身
体拘束を実施した。

この期間は未実施。飲食時、日
中活動時等身体拘束をしない時
間の徹底により身体拘束廃止、
軽減に向けた取組みを実施中。

8/22～8/31は実施なし。
歩行器を使用して歩行の機会を確保したり、
共有スペースでの過ごしの際はソファを使用
する等、環境を整えることで突発的な動きが
減少し、軽減に繋がった。

この期間は未実施。飲食時、日中活動時等身
体拘束をしない時間の徹底により身体拘束廃
止、軽減に向けた取組みを実施中。

拘束時間の軽減を目指し取組ん
でいるが、軽減が図れていない
状況があるため、共有スペース
での過ごしの時間を検討し、取
組むことを確認した。

拘束時間を４時間未満を目指
し、解除の取り組みを続けてい
るが、更なる軽減が図れるよう
ハード面の整備について検討す
る。

歩行器を使用して歩行をした
り、椅子やソファに座り車椅子
の使用を減らし、軽減を図っ
た。８/８・９・10・11・12・
13は実施なし。

8/15・8/18・８/19・8/20・
8/21は実施なし。
突発的な動きの要因として周囲
の騒がしさ等が関係しているこ
とがみえてきているため、環境
を整え、軽減を図った。

共有スペースのソファでの過ごしの時間を取
り組み始めたが、周囲の状況等で実施回数が
限られてしまった。共有スペースの配置等も
検討し、更なる軽減が図れるよう取組む。

取組状況

取組状況

3

7/27、１日の拘束時間を４時間
未満を目指し、解除の取り組み
を続けることを確認した。

4

5
取組状況

7/27、１日の拘束時間を８時間
未満を目指し、解除の取り組み
を続けることを確認した。8/7
は実施なし。



No. 実施日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

拘束時間 D D C D D D D D D D C C D D C C C C C C C C C D D D D D C D C

車椅子上で、ベルトを外して過ごす時間を設
けたが、身体を動かして、体勢が保持できな
いことが、頻繁に確認された。導尿カテーテ
ル抜管の可能性があるため、本人の状況を確
認しながら、取組みを継続する。

解除の取り組みとして、車椅子
ベルトを外して過ごす時間を設
けている。先週と同様に車椅子
上で腰を前方に動かして姿勢を
ずらすことが頻繁に確認され
る。導尿カテーテル抜去の可能
性があるため、状態を確認しな
がらの取り組みを行う。

解除の取り組みとして、車椅子
ベルトを外して過ごす時間を設
けている。このところ、車椅子
上で腰を前方に動かして姿勢を
前にずらすことが確認されてい
る。車椅子から転落や導尿カ
テーテル抜去の可能性があるた
め、安全を確保しながら解除の
取り組みをを行う。

6
取組状況

身体拘束解除後の取り組みとし
て、車椅子ベルトを外して過ご
す時間を設けている。気分が高
揚した際、車椅子上で腰を前方
にに動かして姿勢をずらすこと
があった。その際、車椅子から
転落や導尿カテーテル抜去の可
能性があるため、様子をみなが
ら解除の取り組みを行う。


